
- 1 - 
 

令和 7 年  

 

第８回教育委員会 会議録 
 

１  日 時 令和７年７月９日（水）  

13 時 30 分～ 14 時 30 分  

２  場 所 悠美館  ハイビジョンホール  

３  出席委員  教育長         村  松   真  

教育長職務代理者    井  上  清  彦  

委  員         鈴  木  瑞  穂  

委  員         矢  作  廣  昌  

委  員         尾 崎  由 美 子 

 

４  出 席 者 こども教育課長      岸    栄  樹  

教育指導室長       齊  藤  公  良  

統合小学校建設課     小  埜  和  広  

統合小学校建設課補佐   土  屋  順  二  

こども教育課補佐     石  山  忠  洋（事務局）  

  

 

会議次第 
１  開   会 

２  議事日程  

 日程第１  前回会議録の承認  

日程第２  会議録署名委員の指名  

日程第３  報告事項  

日程第４  議第 36 号  小中学校のあり方に関する基本方針の変更につ

いて  

日程第５  議第 37 号  尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基

本計画の変更について  

 

３  日程第６  その他  

４  閉 会 

 

会議録 
 

１  開   会    

 

・教育長  

皆さん、こんにちは。  

ただいまから、令和７年第８回教育委員会を開会いたします。それ

では、議事日程に従いまして議事を進めてまいりますので、暫時の
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間、ご協力をお願いいたします。  

 

 

２  日程第１  前回会議録の承認  

 

・教育長  

  はじめに、日程第１、「前回会議録の承認について」を審議いたし

ます。  

先にお渡ししました「前回会議録」について、ご質問、ご意見があ

りましたらお願いいたします。  

 

（意見無し）  

 

よろしいようですので承認することとし、会議録への署名を行いた

いと思います。よろしくお願いします。  

 

－  令和７年第７回会議録署名委員による署名  －  

 

以上で前回の会議録の承認を終了します。  

 

 

３  つぎに、日程第２、会議録署名委員の指名を行います。  

 

会議録署名委員は、尾花沢市教育委員会会議規則第１８条第２項の

規定により、３番井上委員、４番尾崎委員を指名いたします。よろし

くお願いします。  

 

 

４  各課の報告事項  

 

・教育長  

  つぎに、日程第３、報告事項でありますが、統合小学校建設課長か

ら報告をお願いいたします。  

 

  統合小学校建設課長    資料に基づき説明する  

 

・教育長  

以上で報告を終わりますが、ご質問はありませんか。  

 

・鈴木委員  

  令和９年開校が現実的に難しいとなった事については、残念ですが

理解できました。市民への説明を丁寧に行いつつ、スケジュール的に

はなるべく早くお願いしたい。入札日などのスケジュールはどのよう

になっておりますか。  
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・統合小学校建設課長  

担当課としては想定している日付がございますが、入札案件の性質

上、具体的な日程の提示は差し控えさせていただきます。  現在お示

ししている概ねの日程のみとさせていただきますので、ご了承くださ

い。  

 

・鈴木委員  

  スケジュールを少しでも前倒しするために、本契約を定例議会では

なく臨時議会で上程していただくことで、対応は可能でしょうか。  

 

・統合小学校建設課長  

  今回の入札に関しては、十分な公告期間を設ける必要があります。  

公告期間が短すぎると不調に終わる可能性があり、またお盆休みも考

慮いたしますと、お示ししたスケジュールが現実的な最短期間となり

ます。  

 

・鈴木委員  

  秋に工事が開始され、すぐに降雪がある状況では、造成工事や基礎

工事において冬期間の積雪が悪条件となるため、工期が 18 ヶ月から

24 ヶ月に延長されるのはやむを得ないと感じています。  

 

・井上委員  

  令和 10 年 4 月開校となれば、１年延びるわけで、何故そのように

なったのか、市民・議会に十分説明する事をお願いしたい。また、入

札のスケジュールがギリギリであると印象を受けるため、一年延ばす

のであれば工期をもう少し伸ばし余裕を持った後期にした方が良いの

ではないでしょうか。  

 

・統合小学校建設課長  

  現在設定している工期につきましては、可能な限り現実的で確実な

計画となるよう、最大限考慮しています。ここからある程度の工期延

長は可能であり、受託事業者が決定しましたら、今後相談を行ってい

きたいと考えております。ただし、一年先送りになったとしても、決

して余裕のあるスケジュールとはならないため、引っ越し準備なども

あり４月開校を目指し、この通りのスケジュールとしていきたいと考

えております。  

 

・鈴木委員  

  今後の関係各所への説明や市民への説明会等のスケジュールは如何

でしょうか。  

 

・統合小学校建設課長  

  村山教育事務所及び一部学校関係者には既に事情を説明させて頂い
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たところであります。また市議会については７月１１日に開催される

総務文教常任委員会にて、保護者の方については１６日夕方に説明会

を開催予定で、小学校・幼稚園・保育園の保護者、統合準備委員会委

員の方に案内しております。一般市民に対する説明会も調整しており

ます。  

 

・鈴木委員  

  市議会への説明は、総務文教常任委員会への報告という事で、市議

会議員全員への説明ではないという事でしょうか。  

 

・統合小学校建設課長  

  総務文教常任委員の方のみとなりますが、一連の入札に関する事に

ついて、先日も総務文教常任委員会で報告し、その後委員長から全協

議会において議員間協議として報告して頂けるものと考えておりま

す。また、関心の高い事項であり、総務文教常任委員会以外のほぼす

べての議員の方が傍聴者として参加されておりました。  

 

・尾崎委員  

  市民の方への周知は文書になるのでしょうか。  

 

・統合小学校建設課長  

  その予定でございます。  

 

・井上委員  

  文書配布や説明会等を行っても、全体へ広がるまでには時間がかか

り、後から多くの問合せが発生する事が想定されます。本来の業務で

ある子供たちの教育に影響が出ないように、問い合わせ窓口など人的

な配置は出来ないでしょうか。  

 

・統合小学校建設課  

  人的な配置などは難しい部分となりますが、検討させていただきま

す。  

 

・鈴木委員  

  開校が延期された場合に、６年生で入ることが出来るはずだった現

在小学校４年生の子供たちに対して丁寧な対応をお願いしたい。  

 

・井上委員  

  その４年生たちに何か不利益になるようなことはありませんか。  

 

・教育指導室長  

  学習上の不利益については無いと考えておりますが、不利益になる

事や問題が想定される場合には学校と連携しながら解決していきたい

と考えております。  
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 （※新しい体育着については、統合前から利用可能となっているの

で、購入後利用出来ないなど不利益は発生しない。）  

 

５  議事  

 

・教育長  

日程第４、議第３６号「小中学校のあり方に関する基本方針の変更

について」を議題といたします。  

 

提案理由の説明を求めます。  

 

・こども教育課長  説明  

  

・教育長  

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。  

 

 （質問なし）  

 

・教育長  

  質疑がないようですので終結いたします。これより議第３６号を採

決いたします。本案を原案のとおり決するにご異議ありませんか。  

 

（異議なし）  

  

・教育長  

  ご異議なしと認めます。  

  議第３６号は原案のとおり決しました。  

 

・教育長  

次に、日程第５、議第３７号「尾花沢市小中学校建設基本構想・小

学校建設基本計画の変更について」を議題といたします。  

 

提案理由の説明を求めます。  

 

・統合小学校建設課長補佐  説明  

  

・教育長  

  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。  

 

・鈴木委員  

  前回のスケジュールでは、開校後にプールを建設予定でしたが、今

回のスケジュールはプール建設を含め開校に間に合うような予定でし

ょうか。  
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・統合小学校建設課長  

  全て完成後に開校予定となっております。  

 

・教育長  

  その他質疑ないようですので終結いたします。これより議第３７号

を採決いたします。本案を原案のとおり決するにご異議ありません

か。  

 

（異議なし）  

  

・教育長  

  ご異議なしと認めます。  

  議第３７号は原案のとおり決しました。  

 

以上で、本会に附議されました議案の審議が終了しました。  

 

６  その他  

・教育長  

続いて、日程第６  「その他」でございますが、何かありませんか。  

 

・井上委員  

  工期の話については説明頂きましたが、予算については今から議会

にかけると思われますが、議会でスムーズに審議・可決なる様に準

備・丁寧な説明が必要でないですか。  

 

・統合小学校建設課長  

  予算については、議会からは債務負担行為で７年から９年までの期

間で予算を頂いており補正の必要はございませんが、上限額を超える

事が見込まれる場合には速やかに議会に相談し対応させていただきた

いと思います。  

 

 

・教育長  

  他に御意見や質問などありませんか。無い様でしたら、これで令和

７年第７回教育委員会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。  

 

 

                       14 時 30 分閉会  
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         会議録署名委員  

 

  ３番                  

 

 

              ４番                  

 


